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個  別  事  項 

当該個別事項に係

る案の名称 

案 1 

開発事業の名称 ソーラー・フィールド 13 合同会社泉区福岡太陽光発電所設置事業 

種別： 区画形質の変更 工作物の新築・改築・増築・移転・用途の変更 水面の埋立等 その他 

開発事業の目的 太陽光発電所を設置するため 

構想の内容 現在の地目が田・原野である事業区域面積約 1.6013ha の土地において、再生可能

エネルギーである太陽光パネル 2,160 枚（設置面積約 0.9264ha、高さ約 1.77m） 

を設置し、太陽光発電事業の用に供する。 

事業区域の位置 宮城県仙台市泉区福岡字平場 10-1、21-1、22-1、22-7 

周辺地域における

土地利用の現況 

添付図面の通り 

周辺地域における

環境の状況 

本計画地周辺は、農地・雑木林・水路等が複合した里山環境を形成しており、多

様な動植物が生息する地域である。 

福岡・朴沢地区は「昔からの自然の中に神社・史跡・伝統芸能が残る地域」とさ

れ、里山景観が良好に保全されている。 

計画地は、二級河川七北田川に近く遮蔽物がない為、日照条件に優れる。周辺は

森林や農地が主体で住宅密集地から離れているため、太陽光設備による騒音や反

射光等が近隣住民の生活環境に及ぼす影響 は極めて少ない。 

周辺地域の仙台市

基本計画等におけ

る位置付け 

・仙台市基本計画の地域づくりにおいては 泉区西部地域に位置する 

・杜の都環境プランにおいては 山地地域に位置する 

・都市計画マスタープランにおいては 集落・里山・田園ゾーンに位置する 

・仙台市みどりの基本計画においては 自然環境に極力配慮した計画とすること

とされている。 

周辺地域における

土地利用の規制の

状況 

・太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例手続 

・農地法第 5条の許可申請が必要 

・土壌汚染対策法第 4条の届出が必要 

・河川保全区域に該当し、河川法第 55条の許可申請が必要 

周辺地域における

土地利用方針の内

容 

配慮すべき基本的事項：「自然的土地利用を基本とする区域」に該当 

補完事項：自然環境の保全、森林の連続性の維持、野生生物被害の回避、身近な

自然環境の保全、景観形成に関する配慮、移動手段に関する配慮に関し、適切な

措置を講ずる必要がある。 
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個  別  事  項 

当該個別事項に係

る案の名称 

案 2 

開発事業の名称 ソーラー・フィールド 13合同会社泉区福岡太陽光発電所設置事業 

種別： 区画形質の変更 工作物の新築・改築・増築・移転・用途の変更 水面の埋立等 その他 

開発事業の目的 太陽光発電所を設置するため 

構想の内容 現在の地目が田・原野である事業区域面積約 1.6013ha の土地において、再生可能

エネルギーである太陽光パネル 2,275 枚（設置面積 1.1833ha、高さ約 1.77m） 

を設置し、太陽光発電事業の用に供する。 

太陽光パネルは中央部に配置とし、発電容量を最大化する。 

事業区域の位置 宮城県仙台市泉区福岡字平場 10-1、21-1、22-1、22-7 

周辺地域における

土地利用の現況 

添付図面の通り 

周辺地域における

環境の状況 

本計画地周辺は、農地・雑木林・水路等が複合した里山環境を形成しており、多

様な動植物が生息する地域である。 

福岡・朴沢地区は「昔からの自然の中に神社・史跡・伝統芸能が残る地域」とさ

れ、里山景観が良好に保全されている。 

計画地は、二級河川七北田川に近く遮蔽物がない為、日照条件に優れる。周辺は

森林や農地が主体で住宅密集地から離れているため、太陽光設備による騒音や反

射光等が近隣住民の生活環境に及ぼす影響 は極めて少ない。 

周辺地域の仙台市

基本計画等におけ

る位置付け 

・仙台市基本計画の地域づくりにおいては 泉区西部地域に位置する 

・杜の都環境プランにおいては 山地地域に位置する 

・都市計画マスタープランにおいては 集落・里山・田園ゾーンに位置する 

・仙台市みどりの基本計画においては 自然環境に極力配慮した計画とすること

とされている。 

周辺地域における

土地利用の規制の

状況 

・太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例手続 

・農地法第 5条の許可申請が必要 

・土壌汚染対策法第 4条の届出が必要 

・河川保全区域に該当し、河川法第 55条の許可申請が必要 

周辺地域における

土地利用方針の内

容 

配慮すべき基本的事項：「自然的土地利用を基本とする区域」に該当 

補完事項：自然環境の保全、森林の連続性の維持、野生生物被害の回避、身近な

自然環境の保全、景観形成に関する配慮、移動手段に関する配慮に関し、適切な

措置を講ずる必要がある。 
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個  別  事  項 

当該個別事項に係

る案の名称 

案 3 

開発事業の名称 ソーラー・フィールド 13合同会社泉区福岡太陽光発電所設置事業 

種別： 区画形質の変更 工作物の新築・改築・増築・移転・用途の変更 水面の埋立等 その他 

開発事業の目的 太陽光発電所を設置するため 

構想の内容 現在の地目が田・原野である事業区域面積約 1.6013ha の土地において、再生可能

エネルギーである太陽光パネル 2275 枚（設置面積 1.1833ha、高さ約 1.77m）を設

置し、太陽光発電事業の用に供する。太陽光パネルは南側低地に 2 分割配置とし

発電容量を最大化する。 

事業区域の位置 宮城県仙台市泉区福岡字平場 10-1、21-1、22-1、22-7 

周辺地域における

土地利用の現況 

添付図面の通り 

周辺地域における

環境の状況 

本計画地周辺は、農地・雑木林・水路等が複合した里山環境を形成しており、多

様な動植物が生息する地域である。 

福岡・朴沢地区は「昔からの自然の中に神社・史跡・伝統芸能が残る地域」とさ

れ、里山景観が良好に保全されている。 

計画地は、二級河川七北田川に近く遮蔽物がない為、日照条件に優れる。周辺は

森林や農地が主体で住宅密集地から離れているため、太陽光設備による騒音や反

射光等が近隣住民の生活環境に及ぼす影響 は極めて少ない。 

周辺地域の仙台市

基本計画等におけ

る位置付け 

・区ごとの地域づくりにおいては 泉区 西部地域に位置する 

・杜の都環境プランにおいては 山地地域に位置する 

・都市計画マスタープランにおいては 集落・里山・田園ゾーンに位置する 

・仙台市緑の基本計画においては 自然とまちをつなぐみどりに位置する 

周辺地域における

土地利用の規制の

状況 

・太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例手続 

・農地法第 5条の許可申請が必要 

・土壌汚染対策法第 4条の届出が必要 

・河川保全区域に該当し、河川法第 55条の許可申請が必要 

周辺地域における

土地利用方針の内

容 

配慮すべき基本的事項：「自然的土地利用を基本とする区域」に該当 

補完事項：自然環境の保全、森林の連続性の維持、野生生物被害の回避、身近な

自然環境の保全、景観形成に関する配慮、移動手段に関する配慮に関し、適切な

措置を講ずる必要がある。 

 

 

備考 

 １ 個別事項に係る表は，検討した各案ごとに作成すること 

 ２ 添付図面 

  (1)事業区域の位置を明らかにした縮尺１：25,000 以上の位置図 

  (2)周辺地域における土地利用の現況を明らかにした縮尺１：25,000 以上の平面図 

 ３ 用紙の大きさは，日本工業規格 A4 とすること 
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